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道

法
改
正
の
背
景
と
担
当
者
が

押
さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト

所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
向
け
た

特　別　企　画

所
有
者
不
明
土
地
と
は
、
不
動

産
登
記
等
の
土
地
の
所
有
者

台
帳
に
よ
っ
て
も
所
有
者
が
直
ち
に

判
明
し
な
い
、
ま
た
は
判
明
し
て
も

所
有
者
に
連
絡
が
つ
か
な
い
土
地
を

い
い
ま
す
。

所
有
者
不
明
土
地
は
以
前
か
ら
存

在
し
て
い
ま
し
た
が
、
東
日
本
大
震

災
の
復
興
事
業
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
復
興
事
業
を
し
よ

う
と
し
て
も
、
対
象
地
の
所
有
者
が

わ
か
ら
な
い
た
め
に
事
業
が
円
滑
に

進
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
頻
発

し
た
の
で
す
。

全
国
的
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
所

有
者
不
明
土
地
の
面
積
は
九
州
全
土

の
面
積
を
上
回
る
と
推
計
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
広
大
な
土
地
が
利

活
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
日
本
の
国
力

を
削
ぐ
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
人
口

減
少
に
伴
っ
て
所
有
者
不
明
土
地
が

増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
し

た
。ま

た
、
２
０
４
０
年
に
は
所
有
者

不
明
土
地
の
面
積
は
北
海
道
本
島
ほ

ど
に
な
り
、
そ
の
経
済
損
失
は
累
計

で
約
６
兆
円
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
所
有
者
不
明
土
地
解
消
は
政
府

全
体
で
取
り
組
む
べ
き
喫
緊
の
課
題

と
さ
れ
、
①
所
有
者
不
明
土
地
の
発

生
予
防
、
②
所
有
者
不
明
土
地
の
利

用
の
円
滑
化
と
い
う
２
つ
の
観
点
か

ら
の
見
直
し
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

発
生
を
予
防
す
る
た
め
に 

不
動
産
登
記
制
度
を
見
直
し

国
土
交
通
省
の
調
査
に
よ
る
と
、

所
有
者
不
明
土
地
の
原
因
と
し
て

は
、
相
続
登
記
未
了
が
約
６
割
で
、

住
所
変
更
登
記
未
了
が
約
３
割
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

現
行
法
で
は
相
続
登
記
の
申
請
義

務
は
な
く
、
相
続
人
が
利
用
を
考
え

て
い
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
、
戸
籍

収
集
等
が
煩
雑
な
こ
と
も
あ
り
、
相

続
登
記
を
せ
ず
に
放
置
さ
れ
る
こ
と

が
度
重
な
っ
て
共
有
者
も
増
え
、
相

続
手
続
き
が
一
層
困
難
と
な
る
悪
循

環
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

現
行
法
に
お
い
て
は
、
住
所
変
更

登
記
も
義
務
で
は
な
く
、
自
然
人
法

人
問
わ
ず
、
転
居
や
本
店
移
転
の
度

に
変
更
登
記
を
す
る
こ
と
へ
の
負
担

感
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
①
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
予

防
の
観
点
か
ら
、
相
続
登
記
お
よ
び

住
所
変
更
登
記
の
義
務
化
と
負
担
軽

減
が
必
要
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
土
地
を
相
続
し
た
も
の
の

利
用
す
る
術
が
な
く
、
土
地
を
手
放

し
た
い
と
考
え
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
売
れ
な
い
土
地
で
あ
る
た
め

手
放
す
こ
と
も
で
き
ず
に
困
っ
て
い

る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
結

果
、
当
該
土
地
の
管
理
を
だ
れ
も
行

わ
ず
、
い
ず
れ
は
所
有
者
不
明
土
地

に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
状
況
も

あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
先
ほ
ど
と
同
様
に
①
所

有
者
不
明
土
地
の
発
生
予
防
の
観
点

か
ら
、
土
地
を
望
ま
ず
に
取
得
し
た

所
有
者
が
、
そ
の
土
地
を
手
放
し
て

国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
制
度
の

創
設
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
が 

新
た
に
創
設

次
に
、
②
所
有
者
不
明
土
地
の
利

用
を
円
滑
化
す
る
観
点
か
ら
は
、
所

有
者
不
明
土
地
や
建
物
の
財
産
管
理

制
度
の
創
設
、
不
明
共
有
者
が
い
て

も
共
有
土
地
の
利
用
や
処
分
を
可
能

と
す
る
仕
組
み
の
創
設
、
長
期
化
し

が
ち
な
遺
産
分
割
事
件
に
つ
い
て
長

期
未
了
状
態
の
解
消
の
促
進
、
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
の
導
管
等
の
引
込
み
の
円

滑
化
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
令
和
３
年
４
月
21

日
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
及
び
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土

地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属
に
関
す

る
法
律
（
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
）

が
成
立
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

は
、
具
体
的
に
は
、
民
法
並
び
に
こ

れ
と
関
連
す
る
非
訟
法
及
び
家
事
法

の
改
正
と
不
動
産
登
記
法
の
改
正
か

ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

エ
ク
シ
ー
ド
法
律
事
務
所

代
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弁
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士
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	● 令和3年４月21日、「民法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第24号）及び「相続等によ
り取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」（令和３年法律第25号）が成立。

⇒	両法律では、所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本
法制を見直している。

法務省民事局HP：「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」をもとに編集部作成

①所有者不明土地の発生予防 ②土地利用の円滑化

不動産登記制度の見直し

■�不動産の登記がされるよ
うに見直しされた

● 相続登記・住所等の変更
登記の申請義務化

● 相続登記・住所等の変更
登記の手続の簡素化・合
理化	 	
	 など

相続土地国庫帰属法の創設

■�土地を手放しやすくする
ための制度が創設された

● 相続等により土地の所有
権を取得した者が、法務
大臣の承認を受けて、そ
の土地の所有権を国庫に
帰属させることができる
制度

民法ルールの改正

■�土地利用に関連する民法
ルールが見直しされた

● 土地・建物に特化した財
産管理制度の創設

● 共有地の利用の円滑化な
どの共有制度の見直し

● 相隣関係の見直し
● 遺産分割に関する新たな
ルールの導入	 など

▼所有者不明土地の解消に向けた法律の見直し▼所有者不明土地の解消に向けた法律の見直し

11所有者不明土地の所有者不明土地の
解消に向けた法改正の解消に向けた法改正の
背景を理解しよう背景を理解しよう

ここでは所有者不明土地とは何か、な
ぜ所有者不明土地の解消に向けた法改
正が行われるのかを解説します。
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